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送迎に関する注意喚起について 

 

標記の件について当課への相談が散見されますので、下記の通り注意喚起させていただ

きます。 

 

記 

 

【送迎迎えについて】 

交通渋滞を理由とした送迎遅れに関しては、実際のサービスの提供が計画上の時間より

もやむを得ず短くなった場合の計画上の単位数を算定できる要件に原則として該当しませ

ん。地域特性を考慮した送迎時間を設定いただきますようお願いいたします。 

なお、交通渋滞を理由とする送迎遅れにより、実際に提供されたサービス提供時間が当初

予定の提供時間よりも短くなった結果、請求区分に記載のある所要時間を満たさなくなっ

た場合、実際の提供時間に沿った区分の請求が必要となる可能性がございます。 

 

【送迎送りについて】 

 個別サービス計画に記載されたサービス提供終了時刻をもって、事業所からの送り出し

を行っていただきますようお願いいたします。 

なお、事業所都合によるサービス提供時間の短縮は、実際の提供時間に沿った区分の請求

が必要となる可能性がございます。 

 

以上 
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